
   稲敷市市民のための創業支援事業費補助金交付要綱

 （通則）

第１条 稲敷市市民のための創業支援事業費補助金（以下「補助金」という。）

の交付については，稲敷市補助金等交付規則（平成１７年稲敷市規則第３５

号）に定めるもののほか，この告示の定めるところによる。

（目的）

第２条 この告示は，ＵＩＪターン等により稲敷市内（以下「市内」という。）

で創業，第二創業又は新事業展開（以下「創業等」という。）をする稲敷市民

に対し，創業等に要する経費の一部を補助することにより，移住定住の促進

及び地域経済の活性化に資することを目的とする。

 （定義）

第３条 この告示において，次に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるとこ

ろによる。

（１）創業 事業を営んでいない個人が，所得税法（昭和４０年法律第３３号）

第２２９条に規定する開業等の届出により市内において新たに事業を開始

する場合又は新たに法人を設立し，市内において事業を開始することをい

う。

（２）第二創業 既に事業を営んでいる個人又は法人の後継者が先代から事業

を引き継いだ場合に，市内において業務転換をし，又は新事業若しくは新

分野に進出することをいう。

（３）新事業展開 既に事業を営んでいる個人又は法人が，既存事業を維持し，

市内において新事業又は新分野に進出することをいう。

（４）ＵＩＪターン者 次のいずれかに掲げるものをいう。

ア 個人にあっては，本市の住民基本台帳に記載されているもので，創業 

日から起算して過去２年以内に転入し，当該転入日から起算して過去２年

間，本市の住民基本台帳に記載がされていないもの

イ 法人にあっては，創業等に伴い新たに市内に本店所在地を置く法人登 

記をするものであって，当該登記の日から起算して過去２年間，市内に本

店所在地を置く法人登記がなされていないもので，当該法人の代表者が創

業日において本市の住民基本台帳に記載されているもの

（５）創業日 個人にあっては管轄する税務署に提出した開業等の届出に記載

された開業年月日又は新事業若しくは新分野による事業開始の日を，法人

にあっては登記事項証明書に記載された設立年月日又は新事業若しくは新

分野による事業開始の日をいう。

（６）事業所等 事業の用に供するために直接必要な土地，建物及びその付属

施設をいう。



（補助対象経費及び補助金の額等）

第４条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は，創業等

にかかる経費のうち別表に定めるものとする。

２ 補助対象経費の総額が５０万円以上である創業等に対して交付するものと

する。

３ 補助金の額は，補助対象経費の２分の１以内の額とし，５０万円を限度と

する。

４ ＵＩＪターン者は，前項の規定により算出された額に２０万円を加算する。

５ 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは，この端数を切り捨てるもの

とする。

６ 同一業種による同一事業者に対する補助金の交付は，１回限りとする。

７ 他補助金等の交付を受けた補助対象経費と当該補助金の補助対象経費は重

複してはならない。

 （公募）

第５条 補助金の交付対象となる事業及び事業者は，公募するものとする。

２ 市長は，前項の公募に関する事項について募集要項を定め，これを公表す

るものとする。

（補助金の申請）

第６条 補助金の交付を受けようとする者は，稲敷市市民による創業支援事業

費補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて，市長に提出

しなければならない。

（１）稲敷市市民による創業支援事業決定通知書の写し

（２）第５条第２項の規定による募集要項で定めた応募書類の写し

（３）その他市長が必要と認める書類

（審査） 

第７条 市長は，補助金の交付について，稲敷市創業支援事業審査委員会設置

要綱（平成２８年稲敷市訓令第２号。以下「設置要綱」という。）に基づき設

置された稲敷市創業支援事業審査委員会の審査に付すものとする。

（補助金の決定等）

第８条 市長は，設置要綱第６条の規定により報告された審査結果を精査し，

補助金の交付を決定したときは，稲敷市市民のための創業支援事業費補助金

交付決定通知書（様式第２号）により，補助金の不交付を決定したときは，

稲敷市市民のための創業支援事業費補助金不交付決定通知書（様式第３号）

により，当該申請書を提出した者に通知するものとする。

２ 市長は補助金の交付決定に際し，必要があると認めるときは，条件を付す

ことができる。



（事業の変更等）

第９条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた事業者（以下「補助事業

者」という。）が補助金の交付申請額を変更しようとするときは，稲敷市市民

のための創業支援事業費補助金変更交付申請書（様式第４号）を市長に提出

しなければならない。

（補助金の変更交付決定）

第１０条 市長は，補助金の額を変更する旨の決定をしたときは，稲敷市市民

のための創業支援事業費補助金変更交付決定通知書（様式第５号）により当

該補助事業者に通知するものとする。

（事業の変更承認申請）

第１１条 補助事業者は，第８条の規定による補助金の交付決定後，補助対象

経費の配分又は補助事業の内容を変更しようとするときは，稲敷市市民のた

めの創業支援事業変更承認申請書（様式第６号）を市長に提出しなければな

らない。

（事業の変更承認の通知）

第１２条 市長は，前条の規定により事業の変更を承認したときは，稲敷市市

民のための創業支援事業変更承認通知書（様式第７号）により当該補助事業

者に通知するものとする。

（状況報告）

第１３条 補助事業者は，第８条の規定による補助金の交付決定を受けた事業

（以下「補助事業」という。）の遂行状況について市長の要求があったときは，

稲敷市市民のための創業支援事業状況報告書（様式第８号）により当該要求

に係る事項を市長に報告しなければならない。

（実績報告）

第１４条 補助事業者は，補助事業の完了した日から起算して３０日を経過し

た日又は補助事業の完了した日の属する年度の３月３１日のいずれか早い期

日までに，稲敷市市民のための創業支援事業実績報告書（様式第９号）を市

長に提出しなければならない。

２ 前項の報告書には，次に掲げる書類を添付しなければならない。

（１）事業明細書（別紙）

（２）位置図・事業箇所図

（３）個人事業の開廃業等届出書（個人の場合に限る。）

（４）個人（法人にあっては代表者）の住民基本台帳法に基づく住民票の写し

（発行日から１箇月以内のもの。） 

（５）登記事項証明書の写し（法人で第５条に規定する公募の申請時に当該創

業等に係る記載があるものの提出を済ませていない場合に限る。）



（６）特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書（第５条に規定する

公募の申請時に認定連携創業支援事業者による支援確認書を提出している

ものに限る。）

（７）営業許可証の写し（許認可を必要とする業種で，第５条に規定する公募

の申請時に許認可を取得していない場合に限る。） 

（８）事業に係る経費を証明できる書類（領収書又は契約書）の写し

（９）主な事業工程ごとの写真及び竣工写真（日付入り写真とし，工事を必要

とする場合に限る。）

（１０）その他市長が必要と認める書類

（補助額の確定）

第１５条 補助金の額の確定通知は，稲敷市市民のための創業支援事業費補助

金交付額確定通知書（様式第１０号）により行うものとする。

（補助金の支払）

第１６条 市長は，前条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に，

補助金を支払うものとする。

２ 補助事業者は，前項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは

稲敷市市民のための創業支援事業費補助金請求書（様式第１１号）を市長に

提出するものとする。

（報告及び調査）

第１７条 市長は，必要と認めるときは，次の各号に掲げることについて報告

を求め，又は調査することができる。

（１）補助事業の成果

（２）補助事業の収支及び決算

（３）事業内容，所在地等の変更

（４）その他市長が必要と認めること

（補助金交付決定の取消し及び返還）

第１８条 市長は，補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき

は，当該補助の措置を取消し，又は既に交付した補助金の全部若しくは一部

の返還を命ずることができる。

（１）法令又はこの告示に違反したとき。

（２）偽りその他不正の手段により補助金を受け，又は受けようとしたとき。

（３）補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

（４）前各号に掲げる場合のほか，市長が不適当と認めるとき。

（書類の整備等）

第１９条 補助事業者は，補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を

備え，かつ，当該収入及び支出についての証拠書類を整備及び保管しておか



なければならない。

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は，補助事業の完了した日の属する会計

年度の翌会計年度から１０年間保管しなければならない。

（補則）

第２０条 この告示に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。

   附 則

 この告示は，平成２９年７月１９日から施行する。



別表（第４条関係）

補助対象経費

ア 創業等に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費

イ 法人設立時の登記に要する費用（印紙・登録免許税を除く。）

ウ 事業所等新築工事費（増改築を含む。ただし，住居部分を除く。）

エ 事業所等の賃貸料（駐車場代を含む。ただし，申請者本人が所有する場合

及び居住部分に係る費用及び敷金，礼金，保証金，仲介手数料，保険料を除

く。）

オ 備品購入費

カ 試供品又はサンプル品の製作に係る委託費用及び原材料費

キ マーケティング調査費

ク 広告宣伝費（パンフレット等の印刷費，ダイレクトメール等の郵送料，展

示会等の出店費用等。ただし，単なる切手の購入に係る費用を除く。）

ケ その他創業等に必要な経費として市長が認めるもの

※創業等に必要な経費として明確に区分できるもので，証拠書類によって発注，

納品，支払等の金額，時期，内容等が確認できる経費に限る。

※住居兼店舗・事務所については，店舗・事務所専用部分に係るもののみ。間

仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区分されてい

る場合に限る。


